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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部を有するクッション本体と、
　前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部であって、人がクッション
本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対応して概略当接する領域に
該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、
　該堰部で区分けされた複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、
を備えたことを特徴とする寝具用クッション。
【請求項２】
　前記クッション本体に、前記腰部に当接する領域をさらに区分けする複数の側方堰部を
有し、該側方堰部が、人体の頭部から足先に向かう方向に対して、５°～６０°の角度を
有している請求項１に記載の寝具用クッション。
【請求項３】
　前記オリフィス部は、使用者の重心移動時に、ある時間遅れで液体が追従して流動し得
るよう形成されている請求項１又は２に記載の寝具用クッション。
【請求項４】
　前記液体が、水、又は、水と多価アルコールとの混合液である請求項１乃至３いずれか
１項に記載の寝具用クッション。
【請求項５】
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　前記クッション本体の少なくとも片面に、有機合成繊維製、天然繊維製、発泡合成樹脂
製などの寝具用弾性シート状材料から成る寝具用マット部材を重ね合わせ一体に結合した
請求項１乃至４いずれか１項に記載の寝具用クッション。
【請求項６】
　寝具用クッション本体において、腰部（仙骨部）及び臀部に対応する領域（Ａ）と太腿
部に対応する領域（Ｂ）を区分する左右の堰部（８４及び８６）が左右の端部方向に偏っ
て形成されており、いずれも堰部（８５及び８７）の長さの４／１０～９／１０の長さと
なっている堰部であって、さらに、該堰部（８４及び８６）が左右中央部に上下方向に配
置された堰部（８９）の上端付近又はその上方に配置されていて、その結果として、腰部
及び臀部に対応する領域（Ａ）と太腿部に対応する領域（Ｂ）との間に、座骨と尾骨に当
接する液体の収容の領域（Ｆ）が形成されていることを特徴とする請求項１乃至５に記載
の寝具用クッション。
【請求項７】
　寝具用クッション本体において、腰部（仙骨部）及び臀部に対応する領域（Ａ）の上部
の左右中央部に楕円状の堰部（９０）、並びに該領域（Ａ）の上下中央部付近の左右両側
に一対の楕円状の堰部（９１、９２）が設けられていることを特徴とする請求項１乃至６
に記載の寝具用クッション。
【請求項８】
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着
されて形成され、該液体収容部を区分けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた該液
体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィス部を備えた腰部用のクッション部材（Ｘ
）と、
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着
されて形成され、該液体収容部を区分けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた複数
の該液体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィス部を備えた座骨、尾骨及び太腿用
のクッション部材（Ｙ）と、
からなり、該腰部用のクッション部材（Ｘ）は人の腰部に対応して概略当接するように該
液体収容部が配置され、そして、該座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）は座骨
、尾骨及び太腿に対応して該液体収容部が配置されて、腰部用のクッション部材（Ｘ）と
座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）が連結されクッション本体が形成されてい
ることを特徴とする寝具用クッション。
【請求項９】
　寝具用クッション本体において、貫通孔が複数の堰部に多数形成されていることを特徴
とする請求項７又は請求項８に記載の寝具用クッション。
【請求項１０】
　請求項１乃至５、請求項７乃至９のいずれかである寝具用クッションが、必要であれば
、他の寝具用弾性シート材料からなる寝具用マット部材と共に、柔軟な袋体に一体に収容
させたことを特徴とする寝具用マット。
【請求項１１】
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部を有するクッション本体と、
　前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部であって、人がクッション
本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対応して概略当接する領域に
該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、
　該堰部で区分けされた複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、
を備えた寝具用クッション本体が、該クッション本体の少なくとも片面に、有機合成繊維
製、天然繊維製、発泡合成樹脂製などの寝具用弾性シート状材料からなる寝具用マット部
材とを重ね合わせ、柔軟な袋体に一体に収容させたことを特徴とする請求項１０に記載の
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寝具用マット。
【請求項１２】
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部を有するクッション本体と、
　前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部であって、人がクッション
本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対応して概略当接する領域に
該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、
　該堰部で区分けされた複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、
を備えた寝具用クッションの製造方法であって、
　前記クッション本体の開口部から液体の収容空間へ液体を注入し充満させ、前記開口部
を融着して、液体が注入された液体収容部を封止することを特徴とする寝具用クッション
の製造方法。
【請求項１３】
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着
されて形成され、該液体収容部を区分けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた該液
体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィス部を備えた腰部用のクッション部材（Ｘ
）と、
　可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、そ
の内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着
されて形成され、該液体収容部を区分けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた複数
の該液体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィス部を備えた座骨、尾骨及び太腿用
のクッション部材（Ｙ）と、
からなり、該腰部用のクッション部材（Ｘ）は人の腰部に対応して概略当接するように該
液体収容部が配置され、そして、該座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）は座骨
、尾骨及び太腿に対応して該液体収容部が配置されて、腰部用のクッション部材（Ｘ）と
座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）が連結されクッション本体が形成された寝
具用クッションの製造方法であって、
　前記クッション本体の開口部から液体の収容空間へ液体を注入し充満させ、前記開口部
を融着して、液体が注入された液体収容部を封止することを特徴とする寝具用クッション
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部に液体を配し、使用者の体圧を分散させる寝具用クッション、寝具用マ
ット及び寝具用クッションの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、寝たきり患者などの床ずれを防止したり、快適な睡眠を実現するために、水など
の液体を多量に充満させた液体袋を寝具全体に配置したウォーターベッドが開発されてい
る。このウォーターベッドは、使用者の体圧を受けてベッド表面が大きく窪み、体圧を分
散させることができるものである。また、特許文献１に示すように、液体袋が隔壁により
複数の領域に仕切られ、領域間は、オリフィス孔で相互に連通された流体圧利用マットが
ある。
【特許文献１】特開２０００－２３７９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のウォーターベッドや流体圧利用マットでは、多量の液体が充満されており寝具と
して大掛かりで、その重量が増大していた。そのため、これらを設置するために家屋の床
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や柱を補強する作業が必要な場合もあった。また、従来のウォーターベッドや流体圧利用
マットにおいては、体圧分散効果はあるものの人の動きに対してウォーターベッドや流体
圧利用マットが敏感に反応して、使用者が就寝時に沈み込んでしまったり、揺れ動いてし
まい、安定性に欠け、使用者が就寝中に重心移動（寝返えりなど）をあまり自由にできな
いという欠点があった。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、寝具として軽量であり、使用者の
就寝時の重心移動性が良く、その重心移動時の液体の追従性（流動性）に優れ、体圧を好
適に分散できる寝具用クッション、寝具用マットを提供すると共に、寝具用クッションの
製造方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　係る目的を達成すべく、本発明は、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁
部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部
を有するクッション本体と、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部
であって、人がクッション本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対
応して概略当接する領域に該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、該堰部で区
分けされた複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、を備えた寝具用
クッションを提供するものである。
【０００６】
　本発明の寝具用クッションにおいては、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの
周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体を流動可能に封入した液体収容部を
有するクッション本体によって、寝ている時に好適な体圧分散性能を示すことに加え、人
の腰部と臀部及び太腿に対応した液体収容部が、堰部によって区分けされていると共に、
オリフィス部を備えているので、使用者が就寝時に大きく沈み込むことなく、重心移動（
寝返りなど）をかなり自由に行うことができると共に、その重心移動時に液体の急激な動
きや振動がなく、液体の追従性（流動性）に優れている。また、柔軟な合成樹脂シート（
厚さ２０００μｍ以下、好ましくは１０００μｍ以下のシート）から融着により形成され
た液体の収容空間内に比較的少量の液体が封入され、かつシートは複数の堰部で融着され
ているので、クッション本体を比較的薄く、かつ、軽量にできるので、寝具用マットが寝
具として大掛かりにならず、容易に移動させたり設置できる。
【０００７】
　また、本発明は、前記クッション本体に、前記腰部に当接する液体収容部の領域をさら
に区分けする複数の側方堰部を有し、該側方堰部が、人体の頭部から足先に向かう方向に
対して、概５°～６０°の角度を有しているので、人が横方向に寝返りを打ち、移動した
際にも該クッション本体中の液体が人の移動（側方向への移動）に容易に追従して流動し
、液体の急激な動きや振動がないので、腰部の体圧をより効果的に分散でき、床ずれを軽
減でき、快適な睡眠を実現できるのである。
【０００８】
　また、本発明は、前記オリフィス部は、使用者の重心移動時に、ある時間遅れで液体が
追従して流動し得るよう形成されているので、体圧分散という工学的なデータと合わせて
、人は、クッション本体中の液体が人の姿勢変化に良好に追従していると感覚的にとらえ
ることができる。
【０００９】
　また、本発明は、前記液体が、水、又は水と多価アルコールとの混合液である。クッシ
ョン本体の収容空間に封入される液体を水とすれば、より安価に寝具用クッションを製造
することができ、クッション本体の収容空間に封入される液体を水と多価アルコールとの
混合液とすれば、適度な粘度で追従性を調整することができ、クッション本体内で液体が
凍ってしまうことを回避することもでき、また、長期間使用してもクッション本体を透過
して外部へ発散してしまうのを抑制することができるので好適である。
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【００１０】
　本発明における寝具用クッションでは、図１４に示すように、寝具用クッション本体に
おいて、腰部（仙骨部）及び臀部に対応する領域Ａと太腿部に対応する領域Ｂを区分する
左右の堰部８４及び８６が左右の端部方向に偏って形成されており、いずれも堰部８５及
び８７の長さの４／１０～９／１０の長さとなっている堰部であって、さらに、該堰部８
４及び８６が左右中央部に上下方向に配置された堰部８９の上端付近又はその上方に配置
されていて、その結果として、腰部及び臀部に対応する領域Ａと太腿部に対応する領域Ｂ
との間に、座骨と尾骨に当接する液体の収容の領域Ｆが形成されている寝具用クッション
は、ギャッヂアップタイプの寝具用ベッドを利用する際に、該ベットの上半身部分を４０
°～７０°程度にギャッヂアップしても寝具用クッションにおける使用者の座骨部及び尾
骨部における体圧分散性が優れている。
【００１１】
　本発明における寝具用クッションでは、図１４に示すように、寝具用クッション本体に
おいて、腰部（仙骨部）及び臀部に対応する領域Ａの上部の左右中央部に楕円状の堰部９
０、並びに、該領域Ａの上下中央部付近の左右両側に一対の楕円状の堰部９１、９２が設
けられている寝具用クッションは、前述のギャッヂアップタイプの寝具用ベッドに利用す
る際に、ギャッヂアップ時に使用者の座骨と尾骨における体圧分散性がより優れている。
【００１２】
　更に、本発明の寝具用クッションでは、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの
周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液体収
容部、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成され、該液体収容部を区分けする複数
の堰部、及び該堰部で区分けされた該液体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィス
部を備えた腰部用のクッション部材Ｘと、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの
周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液体収
容部、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成され、該液体収容部を区分けする複数
の堰部、及び該堰部で区分けされた複数の該液体収容部で前記液体が流入、流出するオリ
フィス部を備えた座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材Ｙとからなり、該腰部用のクッ
ション部材Ｘは人の腰部に対応して概略当接するように該液体収容部が配置され、そして
、該座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材Ｙは座骨、尾骨及び太腿に対応して該液体収
容部が配置されて、腰部用のクッション部材Ｘと座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材
Ｙが連結されクッション本体が形成されている寝具用クッションも、通常のベッドでの体
圧分散性が優れていると共に、前述のギャッヂアップタイプの寝具用ベッドに利用する際
に、ギャッヂアップ時に使用者の座骨及び尾骨における体圧分散性が優れている。
【００１３】
　尚、本発明の寝具用クッションでは、前述の寝具用クッション本体の少なくとも片側に
、有機合成繊維製、天然繊維製、発泡合成樹脂製などの寝具用弾性シート状材料から成る
寝具用マット部材を重ね合わせて一体に結合した寝具用クッションは、クッション性（体
圧分散性）がより安定して向上し、長期間寝ていても床ずれなどを予防できる。
【００１４】
　また、本発明の寝具用マットでは、前述の種々のタイプの寝具用クッションが必要であ
れば、他の寝具用弾性シート材料からなる寝具用マット部材と共に、柔軟な袋体に一体に
収容させた寝具用マットを提供するものである。
【００１５】
　そして、本発明の寝具用マットにおいては、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれ
らの周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液
体収容部を有するクッション本体と、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されて
いる堰部であって、人がクッション本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び
太腿に対応して概略当接する領域に該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、　
該堰部で区分けされた複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、を備
えた寝具用クッション本体が、該クッション本体の少なくとも片面に、有機合成繊維製、
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天然繊維製、発泡合成樹脂製などの寝具用弾性シート状材料からなる寝具用マット部材を
重ね合わせ、例えば、織布製、合成樹脂製などの柔軟な袋体に一体に収容させた、寝具用
マットを提供するものである。
【００１６】
　該クッション本体の少なくとも片面に重ね合わす寝具用マット部材としては、ポリエス
テル繊維、ポリアクリルニトリル繊維、ナイロン繊維などの有機合成繊維製の弾性シート
状材料、綿、羊毛などの天然繊維製の弾性シート状材料、又は、ウレタンなどの発泡合成
樹脂製（多孔性合成樹脂製）の弾性シート状材料を好適に挙げることができ、それらは、
例えば、敷きふとん形状、毛布状、ウレタン系マット状であるものを挙げることができる
。
【００１７】
　さらに、本発明では、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体
に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部を有するクッ
ション本体と、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部であって、人
がクッション本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対応して概略当
接する領域に該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、該堰部で区分けされた複
数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部とを備えた寝具用クッションの製
造方法であって、前記クッション本体の開口部から液体の収容空間へ液体を注入し充満さ
せ、前記開口部を融着して、液体が注入された液体収容部を封止するので、収容空間への
気体の混入を防ぐことができ、比較的容易、かつ、安価に寝具用クッションを製造する方
法を提供するものである。またさらに、本発明では、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせ
てそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されて
いる液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成され、該液体収容部を区分
けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた該液体収容部で前記液体が流入、流出する
オリフィス部を備えた腰部用のクッション部材（Ｘ）と、可撓性合成樹脂シートを重ね合
わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入さ
れている液体収容部、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成され、該液体収容部を
区分けする複数の堰部、及び該堰部で区分けされた複数の該液体収容部で前記液体が流入
、流出するオリフィス部を備えた座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）とからな
り、該腰部用のクッション部材（Ｘ）は人の腰部に対応して概略当接するように該液体収
容部が配置され、そして、該座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）は座骨、尾骨
及び太腿に対応して該液体収容部が配置されて、腰部用のクッション部材（Ｘ）と座骨、
尾骨及び太腿用のクッション部材（Ｙ）が連結されクッション本体が形成された寝具用ク
ッションの製造方法であって、前記クッション本体の開口部から液体の収容空間へ液体を
注入し充満させ、前記開口部を融着して、液体が注入された液体収容部を封止するので、
収容空間への気体の混入を防ぐことができ、比較的容易、かつ、安価に寝具用クッション
を製造する方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る寝具用クッションは、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁
部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている液体収容部
を有するクッション本体と、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部
であって、人がクッション本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及び太腿に対
応して概略当接する領域に該液体収容部をそれぞれ区分けする複数の堰部と、（必要であ
れば、腰部と臀部に当接する領域を区分けする複数の側方堰部と）、該堰部で区分けされ
た複数の領域間で、前記液体が流入、流出するオリフィス部と、を備えたので、クッショ
ンがあまり厚くならず、収容する液体を比較的少量にすることができるので、軽量であり
、使用者が就寝時に容易に寝返りすることができ、その寝返りで重心移動した際にクッシ
ョン本体内の液体の追従性（流動性）に優れ、体圧を好適に分散でき、例えば、高齢者な
どが長時間寝ていても床ずれなどを予防できるのである。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の寝具用クッションは、前述のように、可撓性合成樹脂シートを重ね合わせてそ
れらの周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部に液体が流動可能に封入されている
液体収容部を有するクッション本体と、前記合成樹脂シートが一体に融着されて形成され
ている堰部であって、人がクッション本体上に寝る場合に、人の腰部（仙骨部）と臀部及
び太腿に対応して概略当接する領域を区分けする複数の堰部と、（必要であれば、腰部と
臀部に当接する領域を区分けする複数の側方堰部と）、該堰部で区分けされた複数の領域
間で、前記流体が流入、流出するオリフィス部と、を備えている。
【００２０】
　そして、本発明の寝具用クッションは、寝具用クッション本体において、腰部（仙骨部
）及び臀部に対応する領域Ａと太腿部に対応する領域Ｂを区分する左右の堰部８４及び８
６が左右の端部方向に偏って形成されており、いずれも堰部８５及び８７の長さの４／１
０～９／１０の長さとなっている堰部であって、更に、該堰部８４及び８６が左右中央部
に上下方向に配置された堰部８９の上端付近又はその上方に配置されていて、その結果、
腰部及び臀部に対応する領域Ａと太腿部に対応する領域Ｂとの間に、座骨と尾骨に当接す
る液体の収容の領域Ｆが形成されている寝具用クッションを提供するものである。
【００２１】
　更に、本発明の寝具用クッションは、前述のような、使用者の腰部用のクッション部材
Ｘ、及び、使用者の座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材Ｙからなり、該クッション部
材Ｘは人の腰部に対応して概略当接するように該液体収容部が配置され、そして、該クッ
ション本体Ｙは座骨、尾骨及び太腿に対応して該液体収容部が配置されて、クッション部
材ＸとＹが連結されてクッション本体が形成されている寝具用クッションを提供するもの
である。
【実施例１】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る寝具用クッション（丸形クッション）を示す平面図で
ある。図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。図３は、マット部材を重ね合わ
せた寝具用クッションが使用されている寝具用マットの人の就寝時の状態を示す正面図で
ある。
【００２３】
　本発明の寝具用クッションは、図１及び図２に示すように、上下２枚の柔軟な合成樹脂
シートを熱溶着して内部に液体が封入されている液体収容部２を形成して成るクッション
本体１と、液体収容部２を所定の大きさの領域（人の腰部（仙骨部）と臀部領域Ａ、太腿
領域ＢとＣ）で区分けする堰部３～６と、液体収容部２を所定の大きさの領域（腰部と臀
部領域Ａ、中間領域Ｄ、側方領域Ｅ）で区分けする側方堰部７～１０と、堰部３と堰部７
の間に配置された楕円状の堰部１１、１２と、領域Ｂ、Ｃを左右に区分けする堰部１３と
、領域Ｄ、Ｅを左右に区分けする堰部１４と、該堰部３～１４で区分けされた領域（領域
Ａ～領域Ｅ）間で液体を流動させ得るオリフィス部（ａ～ｖ）とから主に構成されている
。
【００２４】
　クッション本体１は、全体として丸みを帯びた略四角形状をしており、図の上方の部分
を頭側に配置したときに、領域Ａに使用者の仙骨が合致するように形成されている。クッ
ション本体１の材質は、弾力に富み、且つ所定の耐久性及び可撓性を有していて、液体が
実質的に短時間で透過せず、液体を少なくとも３ヶ月以上封止することができる性能を有
していればよく、例えば、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）や、別の材料（種々
プラスチックスや合成樹脂等）を用いることができる。しかして、クッション本体１にお
いては、縁部の溶着部１ａにて密封されており、液体収容部２内で液体を流動可能に保持
し、長期間封止され得るようになっている。クッション本体１の大きさは、縦４００～８
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００ｍｍ、横４００～８００ｍｍ（特に好ましくは縦４５０～６５０ｍｍ、横４５０～６
５０ｍｍ）の範囲に設定すればよく、例えば、図１では、縦６００ｍｍ、横６００ｍｍと
することができる。クッション本体１は、液体を充填した後で、最大の厚さが０．５～５
ｃｍ、特に１～４ｃｍであることが好ましい。
【００２５】
　液体収容部２内に収容される液体は、粘度が常温で１～５０００センチポイズ（ｃｐ）
、特に１０～２０００ｃｐの流動性の液体であればよく、例えば水或いは多価アルコール
の水溶液（特に水とプロピレングリコール等を混合して得られた不凍性の混合液等）から
成るものである。液体を水とすれば、より安価に寝具用クッションを製造することができ
るとともに、液体収容部に封入されている液体を水と多価アルコールとの混合液とすれば
、クッション本体内で液体が凍ってしまうことを回避することができ、また、長期間使用
してもクッション本体を透過して外部へ発散してしまうのを抑制することができる。尚、
液体収容部２内に収容される液体を水のみ（微量の添加物を含有するものを含む）或いは
多価アルコールのみとしてもよい。水と多価アルコールとの混合液は、例えば、水：多価
アルコールが、９０：１０～３０：７０程度、特に、８０：２０～３５：６５程度であれ
ば良い。
【００２６】
　堰部３～１４は、２枚の合成樹脂シート（厚さが１０～１０００μｍ、特に５０～８０
０μｍである合成樹脂シートが好ましい。）を熱溶着させ、液体収容部２を領域Ａ～Ｅに
区分けするものである。寝具用クッションに使用者が横になって寝た際に、腰部（仙骨部
）と臀部に当接するのが領域Ａ、太腿に当接するのが領域ＢとＣ、領域Ａの部分の液体を
両サイドに逃がすための領域が領域Ｄ、Ｅである。領域Ａと領域Ｂを区分けするために堰
部３、５が形成され、領域Ｂと領域Ｃを区分けするために堰部４、６が形成され、領域Ａ
と領域Ｄを区分けするために側方堰部７、９が形成され、領域Ｄと領域Ｅを区分けするた
めに側方堰部８、１０が形成され、領域Ｂ、Ｃを左右に区分けするために堰部１３が形成
され、領域Ａの一部を区分けするための堰部１４が形成されていてもよい。
【００２７】
　ここで、領域Ａは、他の領域に比べて最も大きな面積（クッション本体の全面積に対し
て約３０～６０％、特に約３５～５０％の平面積）に設定されており、人の腰部と臀部を
確実に保持し得るよう構成されている。また、領域ＢとＣは、領域Ａに比べて小さな面積
にそれぞれ設定されており、液体の流入時に抵抗となるようになっている。
【００２８】
　堰部３、５は、領域Ａ、Ｄ、Ｅと領域Ｂとを区分けするためのもので、その両端が離間
してオリフィス部ａ、ｂ及びｅ、ｆが形成されている。かかるオリフィス部ａ、ｂ及びｅ
、ｆは、領域Ａ、Ｄ、Ｅと領域Ｂとの間で液体を流入、流出させ得るもので、人が寝てい
る使用時において領域Ａ、Ｄ、Ｅに荷重が付加された際には当該領域Ａ、Ｄ、Ｅの液体が
領域Ｂに向かって流動するとともに、領域Ｂに荷重が付加された際には当該領域Ｂの液体
が領域Ａ、Ｄ、Ｅ及び領域Ｃに向かって流動するよう構成されている。堰部３、５は、直
線状または円弧状をしており、その端部をつないだ仮想線は、人体の頭部から足先に向か
う方向に対して、６０°～９０°の角度（θ１）を有している。
【００２９】
　堰部４、６は、領域Ｃと領域Ｂとを区分けするためのもので、その両端が離間してオリ
フィス部ｃ、ｄ及びｇ、ｈが形成されている。かかるオリフィス部ｃ、ｄ及びｇ、ｈは、
領域Ｃと領域Ｂとの間で液体を流動させ得るもので、人が寝ている使用時において領域Ｃ
に荷重が付加された際には当該領域Ｃの液体が領域Ｂに向かって流動するとともに、領域
Ｂに荷重が付加された際には当該領域Ｂの液体が領域Ａ、Ｄ、Ｅ及び領域Ｃに向かって流
動するよう構成されている。堰部４、６は、直線状または円弧状をしており、その端部を
つないだ仮想線は、人体の頭部から足先に向かう方向に対して、６０°～９０°の角度（
θ２）を有している。
【００３０】
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　側方堰部７、９は、領域Ａと領域Ｄとを区分けするためのもので、その端部が離間して
オリフィス部ｉ、ｊ及びｎ、ｐが形成されている。かかるオリフィス部ｉ、ｊ及びｎ、ｐ
は、領域Ａと領域Ｄとの間で液体を流動させ得るもので、人が寝ている使用時において領
域Ａに荷重が付加された際には当該領域Ａの液体が領域Ｄに向かって流動するとともに、
領域Ｄに荷重が付加された際には当該領域Ｄの液体が領域Ａ、Ｅに向かって流動するよう
構成されている。側方堰部７、９は、直線状または円弧状をしており、その端部をつない
だ仮想線は、人体の頭部から足先に向かう方向に対して、概５°～６０°の角度（θ３）
を有している。
【００３１】
　側方堰部８、１０は、領域Ｄと領域Ｅとを区分けするためのもので、その両端が離間し
てオリフィス部ｋ、ｍ及びｑ、ｒが形成されている。かかるオリフィス部ｋ、ｍ及びｑ、
ｒは、領域Ｄと領域Ｅとの間で液体を流動させ得るもので、人が寝ている使用時において
領域Ｄに荷重が付加された際には当該領域Ｄの液体が領域Ｅ、Ａに向かって流動するとと
もに、領域Ｅに荷重が付加された際には当該領域Ｅの液体が領域Ｄに向かって流動するよ
う構成されている。側方堰部８、１０は、直線状または円弧状をしており、その端部をつ
ないだ仮想線は、人体の頭部から足先に向かう方向に対して、概５°～６０°の角度（θ
４）を有している。
【００３２】
　堰部１３は、領域Ｂ及び領域Ｃを左右に区分けするためのもので、堰部３～６との間で
オリフィス部ｂ、ｄ、ｆ、ｈが形成されている。堰部１４は、領域Ａを部分的に左右に区
分けするためのもので、領域Ａの上部の液体の流れ方向を調整している。堰部１１、１２
は、それぞれ堰部３、７及び堰部５、９との間でオリフィス部ｓ、ｔ及びｕ、ｖが形成さ
れている。
【００３３】
　更に、各オリフィス部は、使用者の重心移動時にある時間遅れで液体が追従して流動し
得るよう形成されているので、クッション本体１を人の姿勢変化に良好に追従させること
ができる。
【００３４】
　上記実施形態によれば、クッション本体１における液体収容部２を所定の大きさの領域
で区分けする堰部３～１４と、該堰部３～１４で区分けされた領域間で液体が流動するオ
リフィス部ａ～ｖとを具備しているので、使用者の重心移動時の液体の追従性に優れ、軽
量で体圧を好適に分散できる。即ち、人が寝ている使用時にクッション本体１に対して荷
重が付与されると、堰部３～１４やオリフィス部ａ～ｖによって内部の液体が液体収容部
２の略全域における所望方向に流動し、安定した追従性及び体圧の分散を図ることができ
るのである。
【００３５】
　図３に示すように、このクッション本体１の表面と裏面に有機合成繊維製、天然繊維製
、発泡合成樹脂製などの寝具用弾性シート状材料からなる寝具用マット部材６１、６２を
重ね合わせ、それらを織布製などの袋体に収容して用いることもできる。この例では、ク
ッション本体１が挟み込まれた寝具用マット部材６１、６２からなる寝具用マットの頭方
向および足方向には、それぞれ所定の厚さを有するマット部材が袋体に内蔵されている通
常の寝具用マット６３、６４が分割して配置されている。このようにマットを３分割した
場合に、それらが連結されていて、その中央部の寝具用マットのみにクッション本体１を
配置することができる。クッション本体１が挟み込まれた寝具用マット部材からなる寝具
用マット６２及び通常の寝具用マット６３、６４の上には、人６０が横たわっている。人
６０の腰部（仙骨部）と臀部がクッション本体１の領域Ａ上に配置され、太腿が領域Ｂと
Ｃ上に配置されている。このように、人６０の腰部、臀部及び太腿の体圧をクッション本
体１が挟み込まれた寝具用マットで分散することができる。なお、ここでは、寝具用マッ
ト部材をクッション本体の両面に重ね合わせたが、本発明はこれに限定されるものではな
く、表面又は裏面の少なくとも片面に配設することができる。また、本発明においては、
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寝具用マットを３分割せず、寝具用マットの全体に渡って設置された寝具用マット部材あ
るいは通常の寝具マットの中央部において、本発明における寝具用クッションを構成して
いるクッション本体をマット内に挿入し収納して、本発明の寝具用クッションまたは寝具
用マットとして用いることもできる。
【００３６】
　続いて、この寝具用クッションの製造方法について説明する。
　まず、合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部を一体に融着させて、その内部に
液体を収容する空間２（液体の収容空間）及び開口部（図示せず）を有するクッション本
体１を形成すると共に、クッション本体１において堰部３～１４となる部分における重ね
合わされた合成樹脂シートを融着させて、堰部３～１４とオリフィス部ａ～ｖを形成する
。ここで、開口部は、例えば、クッション本体１の図１の上端部に配置することができ、
クッション本体１の周縁部を融着させた時に、一部融着させずに、開口部とするものであ
る。
【００３７】
　次に、融着された周縁部と開口部を有すると共に、液体の収容空間２と堰部３～１４と
オリフィス部ａ～ｖとを有するクッション本体１に、その開口部から液体を注入し、脱気
をさせながら、液体を充満させる。この液体は、粘度が常温で１～５０００センチポイズ
（ｃｐ）、特に１０～２０００ｃｐの流動性の液体であればよく、例えば水或いは多価ア
ルコールの水溶液（特に水とプロピレングリコール等を混合して得られた不凍性の混合液
等）から成るものである。
【００３８】
　最後に、クッション本体１の液体収容部を脱気状態に維持して、クッション本体１の開
口部を融着して、液体が注入された液体収容部２を封止することで本発明に係る寝具用ク
ッションを製造できる。
【実施例２】
【００３９】
　次に、本発明に係る寝具用クッションの他の実施形態について説明する。
　図４は、本発明の他の実施形態に係る寝具用クッション（角形クッション）と補助クッ
ションが組み合わされている状態を示す平面図である。
【００４０】
　図４の中央部には、図１及び図２で説明した寝具用クッションと同様の構成を有し、そ
れよりもひと回り小さな寝具用クッション２０が配置されている。その寝具用クッション
２０の両側方には、寝具用クッション２０よりも小さな丸みを帯びた長方形をした２つの
補助クッション４０、５０が配置されている。寝具用クッション２０と２つの補助クッシ
ョン４０、５０は、同一のシートで一体に成形することもできるし、別々に成形して並べ
て配置することもできる。補助クッション４０、５０は、人が寝返りを打って移動した時
や、足などを体の横に移動させた時に体圧を受け、それを分散させるためのものである。
これらの寝具用クッション２０及び補助クッション４０、５０は、有機合成繊維製、天然
繊維製、発泡合成樹脂製などの寝具用弾性シート材料からなる寝具用マット部材（図示せ
ず）に挟んで用いることができる。
【００４１】
　寝具用クッション２０は、図１及び図２で説明した寝具用クッションと同様に、可撓性
合成樹脂シートから形成された液体収容部を有するクッション本体２１と、クッション本
体２１内に形成され、液体を流動可能に封入し得る液体収容部２２と、該液体収容部２２
を所定の大きさの領域で区分けする堰部２３～３４と、堰部２３～３４で区分けされた領
域間で、液体が流入、流出するオリフィス部を備える。その寸法は、好ましくは縦４００
～６５０ｍｍ、横４００～６５０ｍｍ（特に好ましくは縦４５０～６００ｍｍ、横４５０
～６００ｍｍ）の範囲にすればよく、例えば、図４の寝具用クッション２０では、縦５６
０ｍｍ、横４７０ｍｍとすることができる。
【００４２】
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　補助クッション４０または５０は、可撓性合成樹脂シートから形成され液体収容部を有
するクッション本体４１または５１と、クッション本体内にそれぞれ形成され、液体が流
動可能に封入されている液体収容部４２または５２と、該液体収容部を所定の大きさの領
域で区分けする堰部４３～４５または堰部５３～５５と、堰部でそれぞれ区分けされた領
域間で、液体が流入、流出するオリフィス部を備える。それらの補助クッションの寸法は
、例えば、縦５６０ｍｍ、横１２０ｍｍにそれぞれ設定できる。
【００４３】
　次に、上記寝具用クッションの効果を実証するための実験結果について説明する。
　図５は、寝具用クッションの効果を実証するための実験に用いた寝具を示す正面図であ
る。図６は、寝具用クッションを使用せず綿マットを寝具用マットの低部の全体に使用し
た場合の体圧分布を示す図である。図７は、綿マットを寝具用マットの低部の頭方向領域
と足方向領域に使用して、上記実施例１の丸形クッションを寝具用マットの低部の中央領
域（仙骨付近）に用いた場合の体圧分布を示す図である。図８は、綿マットを寝具用マッ
トの低部の頭方向領域と足方向領域に使用して、上記実施例２の角形クッションを寝具用
マットの低部の中央領域（仙骨付近）に用いた場合の体圧分布を示す図である。図９は、
綿マットも寝具用クッションも全く用いない場合の体圧分布を示す図である。図１０は、
上記実施例１の丸形クッションを寝具用マットの低部の中央部分（仙骨付近）に用いて綿
マットを全く使用しない場合の体圧分布を示す図である。図１１は、上記実施例２の角形
クッションを寝具用マットの低部の中央部分（仙骨付近）に用いて綿マットを全く使用し
ない場合の体圧分布を示す図である。図１２は、膝を伸ばしている状態の体圧最大値を比
較した図である。図１３は、膝を曲げた状態の体圧最大値を比較した図である。
【００４４】
　図５に示すように、実験に用いた寝具は、ベッドの上に厚さ１０ｍｍほどの厚手のシー
ツ７１を敷き、その上部の頭と足に相当する部分に厚さ２５ｍｍの綿マット７２、７３を
配置し、２枚の綿マット７２、７３の間に寝具用クッション７４を配置し、それらの上に
、厚さ２０ｍｍほどのマット７５を敷き、その上に、厚さ３０ｍｍほどの綿の布団７６を
敷き、その上に被験者が横たわった。ここで、比較のために、図５の寝具用クッションの
替わりに綿マットを配置し、綿マットを３枚並べた場合（図６）、図５の寝具用クッショ
ン７４として丸形クッションを用いた場合（図７）、図５の寝具用クッション７４として
角形クッションを用いた場合（図８）、図５の２枚の綿マット及び寝具用クッションを全
く用いない場合（図９）、図５の２枚の綿マットを用いず、仙骨付近に丸形クッション７
４を配置する場合（図１０）、図５の２枚の綿マットを用いず、仙骨付近に角形クッショ
ン７４を配置する場合（図１１）のそれぞれについて体圧分布を測定した。体圧分布は、
主に仙骨付近で測定した。被験者は、年配の男性被験者（６５歳、身長１６６ｃｍ、体重
７２ｋｇ、ＢＭＩ（ｂｏｄｙ　ｍａｓｓ　ｉｎｄｅｘ）２６．１）である。
【００４５】
　寝具用クッションは、クッション本体の材質がエチレン－酢酸ビニル共重合体（酢酸ビ
ニル単位２０％）、クッション本体を形成するシートの厚さが６００μｍ、液体の種類が
水５０とプロピレングリコール５０との混合液（常温の粘度：１０００ｃｐ）、シートの
融着方法が高周波融着法とある。
【００４６】
　図６に示すように、寝具用クッションを用いず、３枚の綿マットを並べた場合には、仙
骨付近で最大体圧値が４８ｍｍＨｇ程度の値になっている。図７に示すように、２枚の綿
マットの間に丸形クッションを用いた場合には、仙骨付近の最大体圧値が３４ｍｍＨｇほ
どで、寝具用クッションを用いない場合を１とすると、０．７１ほどに減少している。図
８に示すように、２枚の綿マットの間に角形クッションを用いた場合には、仙骨付近の最
大体圧値が４０ｍｍＨｇほどで、寝具用クッションを用いない場合を１とすると、０．８
４ほどに減少している。図１２（左方の３つの棒グラフ）に示すように、寝具用クッショ
ンを用いることで、寝具用クッションを用いない場合に比べ、最大体圧値が大きく減少す
ることが分かった。
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【００４７】
　図９に示すように、綿マット及び寝具用クッションを用いない場合には、仙骨付近で最
大体圧値が７３ｍｍＨｇと高い値になっている。図１０に示すように、２枚の綿マットを
用いず、中央部に丸形クッションを用いた場合には、仙骨付近の最大体圧値が３８ｍｍＨ
ｇほどで、寝具用クッションを用いない場合を１とすると、０．５１ほどに大きく減少し
ている。図１１に示すように、綿マットを用いず、角形クッションを用いた場合には、仙
骨付近の最大体圧値が３９ｍｍＨｇほどで、寝具用クッションを用いない場合を１とする
と、０．５３ほどに大きく減少している。図１２（右方の３つの棒グラフ）にも示すよう
に、２枚の綿マットを用いず、仙骨付近に寝具用クッションを配置した場合には、最大体
圧値がおよそ半分ほどになり、体圧を好適に分散できる。
【００４８】
　図１３に示すように、被験者が膝を曲げた状態で、図６乃至図１１に示すような実験を
した場合にも、寝具用クッションを用いない場合に比べ、寝具用クッションを用いた場合
には、最大体圧値が減少する。最大体圧値は、３枚の綿マットを並べた場合には、７２ｍ
ｍＨｇほどで、２枚の綿マットと丸形クッションを用いた場合には、５３ｍｍＨｇほどで
、２枚の綿マットと角形クッションを用いた場合には、５６ｍｍＨｇほどある。また、綿
マット及び寝具用クッションを用いない場合には、８８ｍｍＨｇほどで、綿マットを用い
ず、仙骨付近に丸形クッションを用いた場合には、６６ｍｍＨｇほどで、綿マットを用い
ず、仙骨付近に角形クッションを用いた場合には、６９ｍｍＨｇほどである。このように
、膝を曲げた状態でも、寝具用クッションを用いることで、体圧を好適に分散できる。
【００４９】
　図１４、図１５は、本発明の実施例３、４に係る寝具用クッションであり、ギャッヂア
ップタイプのベッドに好適に使用できる寝具用マットに用いられる寝具用クッションの各
種の態様を示すものである。
　ギャッヂアップタイプのベッド、ギャッヂアップタイプ用寝具用マット、及びギャッヂ
アップタイプ用寝具用クッションについて、それぞれ説明する。
　ギャッヂアップタイプのベッドでは、ベッドをギャッヂアップすれば、ベッドの使用者
の身体が仰臥位から座位に近いところまで移るのである。
　従って、一般に褥瘡発生が多い人の仙骨部での体圧は、そのベッドのギャッヂアップ（
ベッドの上半身部分の角度を水平～７５°程度まで立ち上げること）に伴って、次第に減
少し、一方、人の尾骨及び座骨部での座圧が極めて増加するのである。
【実施例３】
【００５０】
　図１４は、本発明の実施例１における寝具用クッションを改良した、ギャッヂアップタ
イプベッド用寝具用クッションＩ（以下、「改良型Ｉ」ともいう。）に係わるものである
。
　改良型Ｉの寝具用クッションでは、尾骨及び座骨部には、特別に堰部を設けずに、寝具
用クッション中に内蔵している液体が重力によって下方に下がってきて、ギャッヂアップ
の際に人の尾骨及び座骨部に対応する領域Ｆに溜まり、その領域Ｆの液体によって、使用
者の座圧（尾骨及び座骨部に対応する体圧）を分散させる構造にしたものであるが、その
領域Ｆがかなり広くなっているタイプのものである。
【００５１】
　その改良型Ｉの寝具用クッションＩでは、実施例１で用いた寝具用クッション（図１及
び図２）の構造を実質的に有していると共に、次に示す構造上の特徴を有している。
　改良型Ｉでは、腰部と臀部に対応する領域Ａの上部の左右中央部に小さな堰部９０を設
けると共に、前記の領域Ａの上下中央部の両側に一対の小さな堰部９１及び９２を設けて
あり、ベッドのギャッヂアップの際に、この寝具用クッションＩが曲がりやすくしてある
。而して改良型Ｉにおいては、クッション本体では合成樹脂シートを２枚重ね合わせ液体
の収容部を形成し、液体を充填した場合に充填した液体によってクッション本体の厚さが
大きくなることを防止できるとともに、クッション本体の液体収容部において液体の多様
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な流路を形成することができる。
【００５２】
　そして、改良型Ｉでは、領域Ａと領域Ｂとを区分けしている左右の堰部８４及び８６が
、左右の端部方向に偏ってそれぞれ形成されており、いずれも堰部８５及び８７の長さの
４／１０～６／１０の長さとなっている短い堰部であって、更に、該堰部８４及び８６が
、左右中央部に上下方向に配置された堰部８９の上端より比較的上方に左右方向に向かっ
て配置されていて、結果的に、尾骨及び座骨部に対応する液体の収容された広い領域Ｆを
形成しているので、ギャッヂアップの際、使用者の座圧（特に、尾骨及び座骨に対応する
体圧）が効果的に分散されるのである。
【００５３】
　また、改良型Ｉでは、クッション本体において、長いタイプの堰部８０～８７の両端部
に貫通孔９４、９６が設けられており、太いタイプの堰部８８～８９の内部にそれぞれ３
個の貫通孔９３、９７が設けられており、更に、小さいタイプの堰部９０～９２の中心部
に貫通孔９５が設けられているので、この改良型Ｉの寝具用クッションＩを使用している
際に、そのクッション本体の通気性が付与されており、使用者が寝ている際に快適となり
、更に好ましいのである。前記の貫通孔としては、円筒状、スリット状、その他の通気性
を付与できる形状であれば、いずれの形状の通気孔であってもよい。
【実施例４】
【００５４】
　図１５は、本発明の実施例１における寝具用クッションを大幅に改良した、ギャッヂア
ップタイプベッド用寝具用クッションＩＩ（以下、「改良型ＩＩ」ともいう。）に係わる
ものである。
　改良型ＩＩの寝具用クッションでは、改良型Ｉにおける寝具用クッションの一体型のク
ッション本体に対して、構造的にかなり大幅な改良がなされたものであり、腰部に対応す
る部分に相当するクッション部材Ｘと、臀部及び太腿部に対応する部分に相当するクッシ
ョン部材Ｙとを連結したクッション本体を形成されており、その結果、ギャッヂアップの
際に人の尾骨及び座骨部に対応するクッション部材Ｙにおいて、使用者の座圧（尾骨及び
座骨部に対応する体圧）を確実に分散させる構造にしたものである。
【００５５】
　その改良型ＩＩの寝具用クッションＩＩでは、実施例３で用いた寝具用クッション（改
良型Ｉ、図１４）の構造を実質的に分割されて有していると共に、図１５に示すように、
次に示す構造上の特徴を有している。
　改良型ＩＩの寝具用クッションＩＩは、既に説明したように、概略、使用者の腰部用の
クッション部材Ｘ、及び、使用者の座骨、尾骨及び太腿用のクッション部材Ｙからなり、
該クッション部材Ｘは人の腰部に対応して概略当接するように該液体収容部が配置され、
そして、該クッション本体Ｙは座骨、尾骨及び太腿に対応して該液体収容部が配置されて
、クッション部材ＸとＹが連結されてクッション本体が形成されている寝具用クッション
である。
【００５６】
　改良型ＩＩの寝具用クッションＩＩにおける腰部用のクッション部材Ｘにおける各『液
体の収容部』と、尾骨、座骨及び太腿用のクッション部材Ｙにおける各『液体の収容部』
は、それぞれ独立して密封されており、ギャッヂアップの際に、クッション部材Ｘの液体
がクッション部材Ｙに流れ込むことがないので、使用者の座圧分散性を確保することがで
きる。
【００５７】
　改良型ＩＩの寝具用クッションＩＩにおける腰部用のクッション部材Ｘ及びＹは、可撓
性合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁部全体を一体に融着させて成り、その内部
に液体が流動可能に封入されている液体収容部を有するクッション部材、及び、前記合成
樹脂シートが一体に融着されて形成されている堰部であって、該液体収容部を区分けする
複数の堰部及び該堰部で区分けされた該液体収容部で前記液体が流入、流出するオリフィ
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ス部を、それぞれ備えたものである。
　改良型ＩＩでは、クッション部材Ｘとクッション部材Ｙとが別々に液体を収容している
状態であるので、ベッドのギャッヂアップの際には、その両者の連結部において、クッシ
ョン本体が折れ曲がることが容易にできるので好ましい。
【００５８】
　図１５に示すように、例えば、クッション部材Ｘには、長いタイプの堰部９８、９９、
１００、１０１が上部に設けられており、液体の収容された領域Ｄ、Ｅを形成しており、
更に、小さい堰部（例えば、楕円状の堰部）１０５、１０６、１０７が設けられており、
更に、長いタイプの堰部１０２、１０３が設けられており、それらの堰部に囲まれている
領域Ａを形成している。
【００５９】
　図１５に示すように、例えば、クッション部材Ｙには、長いタイプの堰部１１２、１１
３、１１４、１１５が形成されており、尾骨及び座骨に対応する領域Ｆを形成していると
共に、小さい堰部１１６、１１７が形成されていて、太腿部に対応する領域Ｂ、Ｃが形成
されている。改良型ＩＩのクッション本体のクッション部材Ｙにおいて、ベッドのギャッ
ヂアップの際に、使用者の尾骨及び座骨における座圧分散性が確実に実現されるので、好
適である。
【００６０】
　図１５に示す改良型ＩＩの寝具用クッションは、クッション部材Ｘ及びＹを、実施例１
のクッション本体の製造方法と同様にして、合成樹脂シートを重ね合わせてそれらの周縁
部を一体に融着させて、その内部に液体を収容する空間（液体の収容空間）及び開口部（
図示せず）を有するクッション部材Ｘ及びＹをそれぞれ形成すると共に、クッション部材
Ｘ及びＹにおいて堰部となる部分における重ねあわされた合成樹脂シートを融着させて、
堰部及びオリフィス部をそれぞれ形成する。ここで、開口部は、例えば、クッション部材
Ｘ及びＹの上端部にそれぞれ配置させることが好ましい。
【００６１】
　また、次に、融着された周縁部と開口部を有すると共に、液体の収容空間と堰部とオリ
フィス部を有するクッション部材に、それらの各開口部から液体を注入し、脱気をしなが
ら、液体を充満させる。この液体は、実施例１におけるクッション本体で用いたと同様で
あればよい。
【００６２】
　最後に、クッション部材Ｘ及びＹの液体収容部をそれぞれ脱気状態に維持して、各クッ
ション部材の各開口部を融着して、液体が注入された各液体収容部を封止して、更に、必
要であれば、クッション部材Ｘ及びＹを連結させて、クッション部材Ｘ及びＹからなるク
ッション本体である改良型ＩＩの寝具用クッションを製造できる。
【００６３】
　更に、改良型ＩＩでも、クッション本体のクッション部材Ｘにおいて、長いタイプの堰
部９８～１０３の両端部に貫通孔１０９、１１１がそれぞれ設けられており、太いタイプ
の堰部１０４の内部に２個の貫通孔１０８が設けられていて、更に、小さいタイプの堰部
１０５～１０７の中心部にそれぞれ貫通孔１１０が設けられていると共に、クッション部
材Ｙにおいて、長いタイプの堰部１１２～１１５の両端部に貫通孔１２１、１２３がそれ
ぞれ設けられており、太いタイプの堰部１１８、１１８の内部に１個又は３個の貫通孔１
２０、１２４がそれぞれ設けられていて、更に、小さいタイプの堰部１１６～１１７の中
心部にそれぞれ貫通孔１２２がそれぞれ設けられているので、この改良型ＩＩの寝具用ク
ッションＩＩを使用している際に、そのクッション本体の通気性が付与されており、使用
者が寝ている際に快適になり、より好ましいのである。
【００６４】
　次に示す４種類の寝具用クッションを用いて体圧分散性を測定したので、その結果を示
す。
　ギャッヂアップタイプのベッドに下記の寝具用ウォーターマットＡ～Ｄを配置して、ギ
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ャッヂアップ角度を０°～７５°に変化させ、使用者（６０歳代の男性　体重７０kg）の
腰部（仙骨部）及び臀部（尾骨及び座骨部）における体圧分散性を測定し、前記のギャッ
ヂアップ角度毎の腰部（仙骨部）及び臀部（尾骨及び座骨部）の体圧最大値（単位：ｍｍ
Ｈｇ）を次の表に示す。
　比較例：公知のベッド用マットレス（(市販品のウレタン製寝具用クッション、Ｐ社)）
　実施例１：寝具用ウォーターマット（寝具用クッション+３ｃｍウレタン）
　実施例３：寝具用ウォーターマット（改良型Ｉ寝具用クッション+３ｃｍウレタン）
　実施例４：寝具用ウォーターマット（改良型ＩＩ寝具用クッション+３ｃｍウレタン）
【００６５】
【表１】

【００６６】
　本発明の実施例１に示した仰臥姿勢用寝具用クッション（図１及び図２）を用いた寝具
用ウォーターマットは、ギャッヂアップ角０度、１５度では、市販のベッド用マットレス
Ａより体圧最大値は低くて良好であるが、３０度、４５度では市販のベッド用マットレス
Ａより高くなっている。
　しかし、ギャッヂアップ用として好適な実施例３及び４に示した寝具用クッション（改
良型Ｉ　図１４、改良型ＩＩ　図１５）を用いた寝具用ウォーターマットでは、それらの
体圧最大値が、市販のベッド用マットレスより全般に低く極めて良好であり、特に、改良
型ＩＩの寝具用クッションＩＩ（分割型）を用いた寝具用ウォーターマットＤはギャッヂ
アップ角度の全範囲で低くなっていて、最も優れている。
　本発明におけるウォーターマットでは、本発明における改良型Ｉ、ＩＩのギャッヂアッ
プ用の寝具用クッションＩ、ＩＩが用いられていて、それらの改良型寝具用クッションは
、ベッドのギャッヂアップの際に、使用者の体圧（座圧）が特に大きくなる尾骨、座骨部
に対応する箇所に、体圧分散性を改善させる液体を集める工夫がなされているのである。
【００６７】
　更に、上記した改良型ＩＩの寝具用クッション（図１５に示された改良型ＩＩの寝具用
クッションにおけるクッション本体）をさらに改良してもよい。この場合、改良型ＩＩの
クッション本体におけるクッション部材Ｘの中央上部における太いタイプの堰部１０４が
、太いタイプの短い堰部と、小さい堰部（楕円状）とに分離されているものであり、また
、改良型ＩＩのクッション本体のクッション部材Ｙの中央部の太いタイプの堰部１１９が
、太いタイプの短い堰部と、小さい堰部（楕円状）とに分離されているものであって、他
の形状など（特に、各種の堰部の位置と形状など）は、改良型ＩＩの寝具用クッションの
クッション本体と実質的に同じ構成としたものが好ましい。
【００６８】
　そして、この更なる改良型の寝具用クッションは、改良型ＩＩの寝具用クッションが有
する特性をすべて有していると共に、この改良型ＩＩにおけるクッション本体を製造する
場合に、クッション部材Ｘ及びＹの各液体収容部への液体注入時における脱気が効果的に
それぞれ行われるので、好ましい。
【００６９】
　以上、本発明の実施の形態について説明を行ったが、本発明はこうした実施の形態に何
等限定されるものではなく、あくまで例示であって、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に
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おいて、さらに種々なる形態で実施し得ることは勿論のことであり、本発明の範囲は、特
許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲に記載の均等の意味、および
範囲内のすべての変更を含む。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明に係る寝具用クッション、寝具用マット及び寝具用クッションの製造方法は、寝
たきり患者の床ずれ防止や快適な睡眠を実現するための寝具用クッション、寝具用マット
及び寝具用クッションの製造方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施形態に係る寝具用クッション（丸形クッション）を示す平面図であ
る。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】マット部材を重ね合わせた寝具用クッションの使用時の状態を示す正断面図であ
る。
【図４】本発明の他の実施形態に係る寝具用クッション（角形クッション）と補助クッシ
ョンが組み合わされている状態を示す平面図である。
【図５】寝具用クッションの効果を実証するための実験に用いた寝具を示す正断面図であ
る。
【図６】綿マットのみを使用した時における、寝具用クッションを用いない場合の体圧分
布を示す図である。
【図７】綿マット使用時における、上記実施例１の丸形クッションを用いた場合の体圧分
布を示す図である。
【図８】綿マット使用時における、上記実施例２の角形クッションを用いた場合の体圧分
布を示す図である。
【図９】綿マット及び寝具用クッションを全く用いない場合の体圧分布を示す図である。
【図１０】綿マット不使用時における、上記実施例１の丸形クッションを用いた場合の体
圧分布を示す図である。
【図１１】綿マット不使用時における、上記実施例２の角形クッションを用いた場合の体
圧分布を示す図である。
【図１２】膝を伸ばしている状態の体圧最大値を比較した図である。
【図１３】膝を曲げた状態の体圧最大値を比較した図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る寝具用クッション（改良型Ｉ）を示す平面図であ
る。
【図１５】本発明の他の実施形態に係る寝具用クッション（改良型ＩＩ）を示す平面図で
ある。
【符号の説明】
【００７２】
　１、２１、４１、５１　　クッション本体
　２、２２、４２、５２　　液体収容部（液体の収容空間）
　３～１４、２３～３４、４３～４５、５３～５５　　堰部
　６０　　　人
　６１、６２　　マット部材
　６３、６４　　マット
　７１　　　シーツ
　７２、７３　　　綿マット
　７４　　　寝具用クッション
　７５　　　マット
　７６　　　布団
　９３～９６、１０８～１１１、１２０～１２４　貫通孔
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　ａ～ｖ　　オリフィス部
　Ａ～Ｅ　　領域
　Ｆ　　　　領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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